
優先駐車区画標示補助金交付要綱 

制定 令和７年４月18 日 健福第2349 号（局長決裁） 

（目的） 
第１条 この要綱は、自走式駐車場における優先駐車区画の設置に要する費用の一部を補
助することで、横浜市内の駐車における障害者等用駐車区画の適正利用の推進に寄与す
ることを目的とする。 

２ 補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月横浜市
規則第139号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定める
ところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、補助金規則に定めるもののほか、次の各項に定
めるところによる。 

１ 優先駐車区画 
幅2.3メートル以上、奥行５メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑

に出入りさせることができ、路面に横浜市が指定する優先駐車区画路面標示がされてお
り、対象駐車場、又は附置されている施設の出入口に近い駐車区画をいう。ただし車い
す使用者用駐車区画を除く。 

２ 車いす使用者用駐車区画 
幅3.5メートル以上、奥行き６メートル、又は５メートル以上とし、水平な場所に設け

られ、障害者のための国際シンボルマークを車が停車し、又は駐車している状態で見え
る位置に塗布されている駐車区画をいう。 

（補助事業） 
第３条 この要綱における補助金交付の対象となる事業は、横浜市内に設置されている不
特定多数の者が利用する駐車場に優先駐車区画を新たに設置する事業をいう。 

（補助対象事業者の範囲） 

第４条 この要綱における補助の対象となる事業者は、申請日において横浜市内に不特定
多数の者が利用する駐車場を所有し、又は管理しているものとする。 



 

（補助対象駐車場） 

第５条 この要綱における補助の対象となる駐車場は、横浜市内に設置され、主に不特定多
数の者が利用するもので、横浜市福祉のまちづくり条例施行規則が定める駐車場に係る
基準に適合しているものとする。 

 
（補助金の額及び対象区画数） 

第６条 この要綱において補助金の額は、補助事業の実施に要した経費相当分とする。ただ
し、１区画につき上限25万円とする。なお、補助事業の実施に要する経費に係る消費税
のうち、仕入れ控除を行う場合における仕入れ控除の対象となる消費税相当分について
は、補助対象としない。  

２ 前項の規定にかかわらず、交際費、慶弔費、懇親会費、直接事業と関連のない視察・
研修費・食糧費等、客観的に公益上必要性が高いとはいえない経費については、本補助
金の対象外とする。 

３ 各年度の補助区画数は、当該会計年度内における予算の範囲内で補助可能な区画数と
し、１つの駐車場に対して２区画までとする。 

 
（交付申請）  
第７条 補助金規則第５条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請書の提出期間
は、毎年11月末日とする。ただし、令和７年度は６月１日からとする。なお補助事業者
の責によらない特段の理由のある場合については、この限りでない。  

２ 補助金規則第５条第１項の規定により補助事業者が提出する書類は、優先駐車区画標
示補助金交付申請書（第１号様式）を用いなければならない。  

３ 補助金規則第５条第１項第５号の規定により市長が必要と認める補助金交付申請書へ
の記載事項は、補助事業の開始予定日及び完了予定日とする。   

４ 補助金規則第５条第２項第１号で規定する事業計画書は、次に掲げる内容を記載した
書類とする。  
(1) 申請者の営む主な事業 
(2) 優先駐車区画を設置しようとする駐車場の所在地  
(3) 優先駐車区画を標示しようとする区画を示した駐車場の平面図 
(4) 優先駐車区画の標示を行う駐車区画の詳細図 

５ 補助金規則第５条第２項第２号で規定する補助金交付の申請時における補助金の交付
を受けようとする者の資産及び負債に関する事項を記載した書類は、前事業年度の決算
書又はこれと同様の事項を記載した書類とする。  

６ 補助金規則第５条第２項第３号で規定する収支予算書は、横浜市優先駐車区画標示補
助金収支予算書（第１号様式の２）を用いなければならない。  

７ 補助金規則第５条第２項第４号で規定する補助事業等の経費のうち補助金等によって



 

賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法を記載した書類は、前項の収支
予算書を用いなければならない。  

８ 補助金規則第５条第２項第５号の規定により市長が必要と認める補助金交付申請書へ
記載する添付書類は、次に掲げる書類とする。  
(1)  当該駐車場が横浜市福祉のまちづくり条例施行規則に定める駐車場の基準に適合し
ていることが分かる書類 

(2)  優先駐車区画の標示に係る見積書 
９ 補助金規則第24条で規定する市内事業者により入札を行い、又は２人以上の市内事業
者から見積書の徴収を行うことが困難である場合は、その理由を示す書類を提出しなけ
ればならない。ただし１件100万円未満の補助事業の実施にあたっては、市内事業者によ
り入札を行うこと、又は２人以上の市内事業者から見積書の徴収を行うことを推奨とす
る。  

10 補助事業者は、補助の目的にかかわらず、当該駐車場設置に係る横浜市の補助金等と
重複して申請してはならない。  

 
（不交付決定通知及び交付決定通知）  
第８条 補助金規則第６条第３項の規定による補助金を交付しない旨の決定通知は、優先
駐車区画標示補助金不交付決定通知書（第２号様式）により行うものとする。  

２ 補助金規則第８条の規定による補助金の交付決定通知は、優先駐車区画標示補助金交
付決定通知書（第３号様式）により行うものとする。  

 
（交付の条件）  
第９条 補助金規則第７条第４号の規定により市長が補助金の交付の目的を達成するため
に必要と認めて付する条件は、以下のとおりとする。  
(1) かながわ障害者等用駐車区画利用証制度（パーキング・パーミット制度）における

協力施設の届出をすること。 
(2) 各年度の補助事業の内容等を考慮し、市長がその都度定める。 

 
（申請の取下げの期日）  
第10条 補助金規則第９条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請の取下げの期
日は、申請者が決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して10日以内とし、申請者
は、優先駐車区画標示補助金交付申請取下届出書（第４号様式）を市長に提出しなけれ
ばならない。  

 
（補助事業の計画変更の申請）  
第11条 補助事業者は、補助事業の内容について変更しようとするときは、補助金規則第
７条第１号の規定によりあらかじめ優先駐車区画標示補助金に係る補助事業計画変更申



 

請書（第５号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  
 
（変更決定及び通知）  
第12条 市長は、補助事業者から前条の申請を受け、補助事業の変更等の承認をしたとき
は、優先駐車区画標示事業計画等変更承認通知書（第６号様式）により、補助事業者に
通知するものとする。  

 
（補助事業の中止又は廃止の承認申請）  
第13条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助金規則第
７条第２号の規定により速やかに優先駐車区画標示補助に係る補助事業中止（廃止）申
請書（第７号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  

 
（事故報告）  
第14条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が
困難になったときは、速やかに優先駐車区画設置補助金に係る補助事業事故報告書（第
８号様式）を市長に提出し、補助金規則第７条第３号の規定によりその指示を受けなけ
ればならない。ただし、補助事業が当該年度内に完了しない場合には、当該年度の３月
20日までに提出しなければならない。  

 
（実績報告）  
第15条 補助金規則第14条第１項の規定により補助事業者が市長への報告に用いる書類
は、次の各号に定める様式を用いなければならない。  
(1) 補助金規則第14条第１項第１号に規定する補助事業等の成果を記載した実績報告書 

優先駐車区画標示補助金に係る補助事業完了実績報告書（第９号様式）  
(2) 補助金規則第14条第１項第２号に規定する決算書  

優先駐車区画標示補助金収支精算書（第９号様式の２）  
(3) 補助金規則第14条第１項第６号に規定する市長が必要と認める書類  

ア 優先駐車区画標示後の写真  
イ かながわ障害者等用駐車区画利用証制度（パーキング・パーミット制度）におけ
る協力施設の届出をしたことが分かる書類 

ウ その他参考となる書類 
２ 補助金規則第14条第４項の規定により市長が実績報告書への添付を省略させることが
できる書類は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る市の会計年度
が終了したときにおける補助事業者の資産及び負債に関する事項を記載した書類とす
る。  

３ 補助金規則第14条第５項ただし書きの規定に基づき市長が必要と認める領収書等は、
補助事業に係る全ての領収書等とする。  



 

 
（補助金額の確定通知）  
第16条 補助金規則第15条の規定による補助金額の確定通知は、優先駐車区画標示補助金
確定通知書（第10号様式）により行うものとする。  

 
 
（補助金交付の時期の例外）  
第17条 補助金規則第17条ただし書きの規定は、適用しない。  
 
（補助金交付の請求）  
第18条 補助金規則第18条第１項の規定による補助金の交付の請求は、優先駐車区画標示
補助金交付請求書（第11号様式）により行わなければならない。  

 
（補助金の返還）  
第19条 市長は、この要綱に従って補助事業が行われなかったときは、補助金の交付決定
の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を
補助事業者に求めることができる。  

 
（入札又は見積書の徴収の例外）  
第20条 補助金規則第24条ただし書きの規定により市長が契約の性質上これらの方法によ
り難いと認める場合とする。  

 
（財産の処分の制限）  
第21条 補助事業者は、補助事業により設置した優先駐車区画（以下「取得財産」とい
う。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理す
るとともにその効率的な運営を図らなければならない。 

２ 補助金規則第25条の規定により市長が定める取得財産の処分の制限がかからなくなる
ために必要な期間は、５年とする。 

３ 補助事業者等は、前項に定める期間内に第１条に定める目的に反することなく取得財
産の処分をしようとするときは、あらかじめ優先駐車区画設置補助事業に係る財産処分
協議申請書（第12号様式）を用い、市長の承認を受けなければならない。 

４ 市長は、第３項の協議を受けたときは、1か月以内に財産処分の可否について申請者
に通知するものとする。 

５ 補助事業者は、第２項に定める期間を超過して、取得財産を処分しようとするとき
は、あらかじめ優先駐車区画設置補助事業に係る財産処分承認申請書（第13号様式）を
市長に提出し、その承認を受けなければならない。  

 



 

（補助金関係書類の提出方法）  
第22条 第20条までに定める提出書類は、補助事業に関する責任者及び担当者の氏名及び
連絡先を明確にすることで、電子メールによって提出することができるものとする。た
だし押印のあるものは除く。  

 
 
（関係書類の保存期間）  
第23条 補助金規則第26条の規定により市長が定める関係書類の保存期間は、補助事業の
完了後５年とする。  

 
（委任）  
第24条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、健康福祉局長が定め
る。 

  
附 則  
この要綱は、令和９年３月31日をもって失効する。 



第１号様式（第７条第２項） 

第    号 

 年 月 日 

横浜市長 

 

名   称 

所 在 地 

代表者氏名 

                   責任者氏名 

                   担当者氏名 

                   連 絡 先 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金交付申請書 

 

 

 横浜市優先駐車区画標示補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次のとおり補助金の交付

を申請します。なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する

規則（平成 17 年 11月 30 日横浜市規則第 139 号）及び横浜市優先駐車区画標示補助金交付要

綱を遵守します。 

 

１ 補助事業の目的 

     

 

２ 補助事業の内容 

(1) 標示しようとする優先駐車区画の数 

(2) 標示しようとする施設名称とその所在地 

 

３ 補助事業の開始予定年月日及び完了予定年月日 

  開 始      年  月  日 

  完 了      年  月  日 

 

４ 補助金申請額 

         円 

 



５ 添付書類 

(1) 横浜市優先駐車区画標示補助金交付要綱第７条に定める事業計画書 

(2) 前事業年度の決算書又は同様の書類 

(3) 当該補助事業の収支予算書（第１号様式の２） 

(4) 当該駐車場の整備状況が分かる図面及び写真 

(5) 見積書（写し） 

(6) 補助事業の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額 

及び負担方法を記載した書類（第１号様式の２） 

  



第１号様式の２（第７条第６項） 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金収支予算書 

 

 

収   入 支   出 

横浜市補助金 円 優先駐車区画標示

費用 

円 

自 己 資 金 円 

合  計 円 合  計 円 

 

        における優先駐車区画１か所分の標示に係る収支予算について、 

上記のとおり報告します。 



第２号様式（第８条第１項） 

第    号 

 年 月 日 

名   称 

所 在 地 

代表者氏名 

 

横浜市長          印 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金不交付決定通知書 

 

 

  年 月 日  第   号をもって申請のありました横浜市優先駐車区画標示補助金交

付要綱に基づく補助金について、次のとおり不交付と決定しましたので通知します。 

 

理 由 

 



第３号様式（第８条第２項） 

第    号 

 年 月 日 

名   称  

所 在 地  

代表者氏名  

 

横浜市長      印 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金交付決定通知書 

 

 

 年 月 日  第   号をもって申請のありました横浜市優先駐車区画標示補助金交

付要綱（以下、「要綱」といいます。）に基づく補助金交付予定額について、次のとおり決定し

ましたので通知します。なお、この補助金額の最終決定は、横浜市優先駐車区画標示補助金

に係る補助事業完了実績報告書（第９号様式）が提出された後、横浜市優先駐車区画標示補

助金額確定通知書（第 10号様式）で通知する金額となります。 

 

１ 決定事項 

(1) 補助金を交付します。（補助事業の内容は、申請書記載のとおりとします。） 

(2) 理由 要綱第２条に規定する事業に該当するため。 

 

２ 補助金交付予定額 

           円 

 

３ 支払時期 

  横浜市優先駐車区画標示補助金交付請求書（第 12号様式）を受理してから 30日以内 

 

４ 補助金交付の条件 

(1) 横浜市補助金等の交付に関する規則第７条に定める条件に従うこと。 

(2) 事業は、要綱に基づき、申請内容に従って行うこと。 

(3) 完了検査に合格すること。 

(4) その他、要綱及び横浜市補助金等の交付に関する規則の定めに従うこと。 

 



 

５ その他 

(1) 虚偽その他不正な手段で補助金の交付を受けたときには、補助金の全額又は一部 

の返還を求めることがあります。 

(2) 補助金の使途について、必要があると認められるときには調査を行うことがあります。 

 



第４号様式（第 10条） 

第    号 

 年 月 日 

横浜市長 

 

名   称 

所 在 地 

代表者氏名            

責任者氏名 

                  担当者氏名 

                  連 絡 先 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金交付申請取下届出書 

 

 

 年 月 日  第  号をもって交付決定通知のありました横浜市優先駐車区画標示補

助金について、次のとおり交付申請を取り下げます。 

 

１ 交付決定内容 

(1) 補助金交付決定額           円 

(2) 交 付 決 定 日   年  月  日 

 

２ 申請取り下げ理由 

     



第５号様式（第 11条） 

第    号 

 年 月 日 

横浜市長 

 

名   称 

所 在 地 

代表者氏名          

責任者氏名 

                   担当者氏名 

                   連 絡 先 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金に係る補助事業計画等変更申請書 

 

 

 年 月 日  第   号をもって交付決定通知のありました横浜市優先駐車区画標示

事業について、次のとおり変更したいので申請します。 

 

 

１ 変更しようとする補助事業の内容 

     

 

２ 変更しようとする理由 

     

 

３ 補助金交付申請書（写し）に変更する部分の内容を上書きしたもの 

     

 

４ その他必要な書類（変更内容及びその理由を証する書類） 

     



第６号様式（第 12条） 

第    号 

 年 月 日 

名   称  

所 在 地  

代表者氏名  

 

横浜市長      印 

 

 

横浜市優先駐車区画標示事業計画等変更承認通知書 

 

 

 年 月 日  第  号をもって申請のありました横浜市優先駐車区画標示補助金に係

る補助事業計画等変更承認申請について、次のとおり通知します。 

 

 

１ 変更後の補助金の額 

            円 

 

 

２ 変更後の補助事業の内容 

     

 

 

３ 補助金交付の条件 

   年 月 日  第  号横浜市優先駐車区画標示補助金交付決定通知書記載の交付条

件に同じ。 



第７号様式（第 13条） 

第    号 

 年 月 日 

横浜市長 

名   称 

所 在 地 

代表者氏名 

責任者氏名 

                   担当者氏名 

連 絡 先 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金に係る補助事業中止（廃止）申請書 

 

 

 年 月 日  第  号をもって交付決定通知のありました横浜市優先駐車区画標示補

助事業について、中止（廃止）したいので、次のとおり申請します。 

 

１ 事業を中止（廃止）する理由 

     

 

２ 事業を中止する場合は、その予定期間 

中止期間   年  月  日 ～  年  月  日 

 

３ その他必要な書類（中止（廃止）の理由を証する書類） 

     



第８号様式（第 14条） 

第    号 

 年 月 日 

横浜市長 

 

名   称 

所 在 地 

代表者氏名          

責任者氏名 

                   担当者氏名 

                   連 絡 先 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金に係る補助事業事故報告書 

 

 

 年 月 日  第   号をもって交付決定通知のありました横浜市優先駐車区画標示

補助事業について、次の事故が発生したので報告します。 

 

 

１ 事故の種類 

     

 

２ 事故の主な原因 

     

 

３ 事故に対する補助事業者の対処方針 

     

 

４ 事故に伴い変更となる補助事業の内容 

     



第９号様式（第 15条第１項第１号） 

第    号 

 年 月 日 

横浜市長 

 

名   称 

所 在 地 

代表者氏名 

責任者氏名 

                   担当者氏名 

                   連 絡 先 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金に係る補助事業完了実績報告書 

 

 

  年 月 日  第   号をもって交付決定通知のありました補助事業が完了したの

で、横浜市優先駐車区画標示補助金交付要綱第 14条の規定に基づき、次のとおり報告しま

す。 

 

１ 完了した補助事業の概要 

(1) 標示した優先駐車区画の数 

     

(2) 標示した施設とその所在地 

      

２ 補助事業の完了年月日 

   年 月 日 

 

３ 添付書類 

(1) 収支精算書（第９号様式の２） 

(2) 優先駐車区画標示後の写真  

(3) その他事業の完了を証するために必要な書類 



第９号様式の２（第 15条第１項第２号） 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金収支精算書 

 

 

収   入 支   出 

横浜市補助金 円 優先駐車区画標示

費用 

円 

自 己 資 金 円 

合  計 円 合  計 円 

 

        における優先駐車区画   か所分の標示に係る収支予算について、上

記のとおり報告します。 



第 10号様式（第 16条） 

  第    号 

   年 月 日 

名   称  

所 在 地  

代表者氏名  

横浜市長          印 

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金額確定通知書 

 

 

 年 月 日  第   号をもって完了実績報告のありました横浜市優先駐車区画標示

補助事業について、補助金額を次のとおり確定しましたので通知します。 

 

補助金の額          円 



第 11号様式（第 18条） 

 

請求書番号        

 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金交付請求書 

 

 年 月 日 

横浜市長 

 

名   称 

所 在 地 

代表者氏名 

責任者氏名 

                   担当者氏名 

                   連 絡 先 

 

 

 年 月 日  第   号をもって通知のありました横浜市優先駐車区画標示補助金に

ついて、次のとおり請求します。 

 

１ 補助金請求額           円 

 

２ 振込先 

(1)          銀行           支店 

(2) 普通・当座の別（普通・当座） 

(3) 口 座 番 号            

(4) 口座名義人
（  フ  リ  ガ  ナ  ）

            

(5) 名義人の預金契約をしている住所 

                           

 

 

（留意事項） 

請求委任や受領委任を行う場合は請求書の押印は省略できません。 



第 12号様式（第 21条第３項） 

年  月  日 

 

横浜市長 

 

申請者住所（所在地） 

申請者名称（法人名） 

申請者氏名（代表者名）           印 

 

 

横浜市優先駐車区画標示事業に係る財産処分協議申請書 

 

横浜市優先駐車区画標示補助金交付要綱第 21条第３項の規定に基づき、横浜市優先駐車区

画標示補助により設置した優先駐車区画を次のとおり廃止したいので、協議を申請します。 

 

１ 廃止しようとする優先駐車区画 

(1) 優先駐車区画数 

   

(2) 所在場所 

   

(3) 補助金交付額及び補助金額確定通知日 

    

２ 処分しようとする理由 

     

 

３ 添付書類 

(1) 交付決定通知書（写し） 

(2) 確定通知書（写し） 

(3) 処分の概要が分かる書類 

  



第 13号様式（第 21条第５項） 

第    号 

 年 月 日 

横浜市長 

名   称 

所 在 地 

代表者氏名 

責任者氏名 

                   担当者氏名 

                   連 絡 先 

 

 

横浜市優先駐車区画標示事業に係る財産処分承認申請書 

 

 

 年度横浜市優先駐車区画標示補助事業で標示した優先駐車区画を廃止したいので、横浜

市優先駐車区画標示補助金交付要綱第 21 条第５項の規定に基づき、次のとおり申請します。 

 

１ 廃止しようとする優先駐車区画 

(1) 優先駐車区画数 

   

(2) 所在場所 

     

(3) 補助金交付額及び補助金額確定通知日 

      

 

２ 処分しようとする理由 

     

 

３ 添付書類 

(1) 交付決定通知書（写し） 

(2) 確定通知書（写し） 

(3) 処分の概要が分かる書類 

 


	【施行】優先駐車区画標示補助金要綱案20250410
	優先駐車区画標示補助金要綱様式


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


